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平成27年4月27日

最高裁判所事務総局秘書課長殿

大阪高等裁判所事務局

総務課課長補佐清水 妙

私は，平成27年2月2日から同月15日までの間，米国（ノースカロライナ州

ローリー，ダーラム及びアリゾナ州フェニックス）に裁判所における女性職員の登

用拡大に関する取組の実情等の調査のため出張しました。その概要は下記のとおり

です。

記

一 ノースカロライナ州（2月3日から同月6日まで）

1 ノースカロライナ州東部地区連邦地方裁判所への訪問

（1） 東部地区連邦地方裁判所について

東部地区連邦地方裁判所は， ノースカロライナ州の州都ローリーに所在す

る連邦地方裁判所である。庁舎入り口では, ID(パスポート）の提示を求

められたほか, X線検査機による所持品検査及び金属探知機による身体検査

が行われる等，厳重なセキュリティチェックが実施されていた。

東部地区連邦地方裁判所では，法廷傍聴, IT部門及び会計部門の管理者

からの説明及び人事担当者へのインタビュー等を行った｡今回の調査に際し，

Ms. JulieRichards (ClerkofCourt)に多大なる御協力をいただいた。

（2） 法廷傍聴

はじめに，午前10時からのJamesEGates治安判事(MagistrateJudge

）によるInitialAppearanceの手続を傍聴させていただいた。 InitialAppe

aranceとは，逮捕後24時間以内に裁判官の面前に出廷する手続である。裁
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判官から被疑者に対し，手続に関する丁寧な説明がなされていた。

InitialAppearance終了後,Gates判事との面談の機会を設けていただいた。

Gates判事からは，釈放の条件等は被疑者にとって重要なことであるので，説

明は丁寧に行っていること，司法取引もありうること, MagistrateJudgeは

二週間ごとの当番制となっており, InitialAppearanceやトライアル前の手

続の他，令状発付も担当していること，記録は電子化されており，期日で書

記官がコンピュータに入力すると自動的に記録されること，連邦裁判所と州

裁判所間で移送命令を出す場合には書記官が命令を起案すること等の話をお

伺いした。

(3) IT部門での説明

Ms. KeahMarsh(CourtroomDeputyandCaseManager)から，事件管理や

電子記録管理のデモンストレーションを見せていただき，次のような説明を

受けた。

連邦地裁では, 2005年から記録の電子化がされており, 24時間ウェ

ブアクセスができるようになっている。一般の人もウェブサイトから見られ

るようになっている。民事事件は全件オンラインシステムになっているが，

刑事事件は一部紙の書類も残っており，進行に応じてアップデートされる。

少年事件は紙でのやりとりであり， ウェブ上で見られるのは職員だけで，一

般に公開されることはない。代理人にはメールで連絡をとり，疎明資料はPD

Fで提出され，足りない書証の催促もメールで行っている。弁護士だけでなく

秘書のメールアドレスも登録され，関係者全員にメールで連絡がとれるよう

になっている。裁判所のスタッフ全員や裁判官も受信できるようになってお

り，期日で指示されたこともメールでの連絡で後からでも理解できるように

なっている。申立てに関する判断がされていないものも一覧でき，事件検索

システムは携帯電話からでも閲覧可能である。

情報セキュリティに関する質問を行ったところ，情報の取り扱いについて
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は，職員は十分注意しており，社会保障番号や生年月日等は伏せるようにし

ているとのことであった。弁護士が隠すべき情報を間違ってアップすること

があり，その際は裁判所から連絡している，国民が情報にアクセスする権利

があり，知るべき情報へのアクセス権を侵害してはいけないとのことであっ

た。システムの管理・保守は外注しておらず， ワシントンDCの連邦地裁の

中に専門のスタッフがいて， メンテナンスやセキュリティのアップデートを

行っているとのことであった。

(4) 会計部門での説明

会計部門では, Ms. SharonDixon(FinancialAdministrator)から会計管

理についての以下のような説明を受けた。

会計年度は10月1日から9月30日までであり，予算は議会で承認され

た後， 1年分の予算が各連邦地裁に割り当てられる。

予算が下りたら，支出計画を立てるが，必要なものが何かを固めて，余っ

たものについて，順次，家具や用度品に回ることになる。コンピュータは必

要に応じて更新する。次年度に持ち越すことはできないので，余った分は返

すことになるが，返す前にきちんと判断することが必要である。この予算に

は，陪審員の旅費・ 日当や職員の給料も含まれている。建物の管理の仕方に

も厳しいガイドラインがあり，例えばエアコンの修理を外部の業者に発注す

る際に不平等にならないよう公告を出して，適正な審査を行っている。

毎月financialReportを作成してワシントンDCの行政局に提出するほか，

CPAの役人が来て，各部門の収支報告書や決算書の監査も行われる。

民事事件で，子どもが何年後かに受け取ることができるようにお金を十数

年保管して，一定の条件を満たしたときに渡すという事務があり, Ms. Shar

onDixonには，その運用保管する権限を与えられている。

ノースカロライナ州東部地区連邦地裁では，会計書類の電子化も進められ

ており， キーワードで検索して見ることができる。担当者がいなくても上司

4



が予算関係のチェックをすることができる。Ms. JulieRichardsが裁判所と

しての支出計画の決裁官である。

Ms. SharonDixonは17年前から裁判所と保護観察所の2つのオフィスで

ダブルワークをしており，雇用できる人の予算が限られているので，予算の

節約になっている。国家が債務超過になっていて8％カットのオーダーが来

ており，裁判所も8％の削減に取り組み，人件費の削減に取り組んでいるた

め，職員の人数は減っており，早く仕事が終わったら帰宅させてその分の給

与は支払われない。民事事件数に変化はないが，刑事は事件数が増えている

ため，保護観察所のスタッフの人数は増えている。

(5) 人事担当者へのインタビュー

人事部門では，事前に送付していた調査事項書に基づき, Ms. KimberlyW

illiams (HumanResourcesSupervisor) とMs. MichelleGray (HumanReso

urcesSpecialist)にインタビューを行い，次の回答を得た。

ア職員の在職状況等

○新規採用者に占める女性の割合は70％，管理職に占める女性の割合

は80％である。職員全体に占める管理職の割合は15％である。

○職員の任命権は, ClerkofCourtと裁判官にある。採用は，公募であ

り，応募があれば，面接を行う。管理職への昇任の任命権もClerkofC

ourtにあるが, ClerkofCourtの任命権は裁判官にある。

○HumanResourcesでは,採用を含めた人事管理と福利厚生を担当してお

り,LawClerkの募集や人事管理も扱っている。休暇システムや福利厚生

では， ワークライフバランスを重視したプログラムを提供している。

○管理職への昇任に年齢は考慮されないので，管理職昇任の平均年齢は

不明である。

○勤務地はローリーが中心だが，仕事上の必要があれば，地区内の別の

支部等に異動することはあり, Clerkofcourtが命令を出す。 もし断つ
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たら， もといたところでもポストがなくなることになるので，実質的に

断ることは難しい｡転居や単身赴任をするかどうかは個人の問題である。

イ勤務時間と休暇

○勤務時間は午前8時から午後5時までである。超過勤務手当ては支払

われない。法廷の関係で超過勤務が必要になった場合は, compencentory

timeというシステムがあり，例えば，今週2時間長く働いたら，来週は

2時間早く帰り，支払われる給料自体は変わらないというものである。

労働法が適用されないので，職員はこれを当然のこととして受け入れて

おり， 自分の仕事と休みをうまく調整している。

○休暇は,年次休暇,病気休暇,LWOP(LeavewithoutPay),compencentory

がある。年次休暇と病気休暇は，給与支給期間（2週間）ごとに時間数

が定められている(別添1及び2のとおり）。職員は平均して年3週間の

休暇を取り，そのうち1週間は病気休暇が含まれる。

ウ出産や育児のための制度

○一般的な家族の世話のために年間104時間まで病気休暇を使うこと

ができる。また，男女とも，子供が生まれたり養子を迎えたりしたとき

にFMLA(FamiliMedicalLeaveAct)により12週間まで無給休暇が

認められる。長期の育児休業のような制度はない。育児をしながら働い

ている職員は多い。管理職員では2人いる。

○出産や育児を理由に退職する人はいない。両親が働いている間，子供

の世話はデイケアやベビーシッター等を利用している。アフタースクー

ルケアプログラムもある｡費用は利用するサービスによって様々である。

○FMLAの下では，出産休暇から復帰する際，休暇取得前の役職や地

位が保障されているので，復帰時に特段の配慮をすることはない。法廷

が延びない限り，原則として勤務時間は午後5時までであり，何人かは

フレキシブルなスケジュールで勤務している。すべての職員は平等であ
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り，事務に支障がない限り，裁判所は職員それぞれのスケジュールで動

いている。テレワークは現在のところ提供していない。

エ女性の採用と登用

○育児による休暇を取得したか否かで管理職員登用の状況に差はない。

昇任はその人の適性に基づいて行われる。

○裁判所においては，女性の採用に不均衡はない。そのため，採用の拡

大のための取組は行っていない。採用や登用について，すべての職員は

性別に関わりなく同じ機会を与えられている。

○現在の男女比で何らかの問題は生じていない。女性が管理職員への登

用を鴎曙する状況はなく，登用拡大のための方策は講じていない。

オ職員のやりがい等

○職員は自らのキャリアアップについて, supervisorや人事部門にアド

バイスを求めることができる。また，オンラインで利用できる研修やツ

ールもある。

○職員間に性別による不公平感からくる不平不満は聞いていないが， も

し，職員が性別によって差別を受けたと感じたら，紛争解決機関に申立

てをすることができる。性別だけでなく，人種や肌の色，宗教，年齢，

身体障害等による差別は禁じられている。

○職員は,司法の決定に関与することができることや,興味のある仕事，

トレーニングの機会が与えられていること，評価されること，上司との

オープンなコミュニケーションなどにやりがいを感じている。職員のや

りがいやモチベーションを維持するため， クロストレーニング（違う部

署や職種の人と一緒に仕事をすること）やその他の研修の機会を設けて

いる。

○地裁では， 5つのキャリアパスに応じた研修プログラムを提供してい

る（別添3のとおり）。その他に，職員はJudicialOnlineUniversity
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を利用することができる。これは職員のみが利用できるオンラインプロ

グラムで，法律関係だけでなく， コミュニケーションスキルなども学ぶ

ことができる。

○メンタルヘルスケアについては，職員は自分に疾患があることをオー

プンにしなくてよく，限られた人に打ち明けて，働き続けることが前提

という理解の下で， どうすれば一緒に働きつづけることができるか医師

に意見を聞いたりしながら，環境を整えていく責任がある。

(6) JulieR1chards首席書記官へのインタビュー

最後に, Ms.Richardsから次のような話をお伺いした。

－~1彼女は元弁護士であるが， 3年前にこの職に就いた。

I

｜ ｜■

C1erkofCoUrtは予算管理も重要な仕事である。優秀なスタッフがいるか

らこそ， この仕事が務まっている。Ms.SharonDixonもその一人である。彼女

は3月末で退職する予定であり，知識の承継が課題である。

裁判所に女性職員が多いのは， フラットな組織であることや，勤務時間が

8時から5時と決まっているので，学校への送り迎え等をしながらでも働き

やすい環境にあるからではないか。書記官事務所の職員は39人いて，その

うち4人が管理職である。管理職の地位にアクセスできる機会はいつでもオ

ープンになっている。

ノースカロライナ州ダーラム郡上位裁判所への訪問2
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(1) ダーラム郡上位裁判所について

DurhamCountyCourthouseは2年前にできた非常にきれいなビルであった。

入館にあたって，連邦地裁のように身分証明書の提示までは求められなかっ

たが,X線検査機による所持品検査と金属探知機による身体検査が行われた。

建物内では，無料Wi fiが利用できる環境になっていた。

ダーラム郡上位裁判所では, Ms.KathyL. Shuart (TrialCourtAdminis

trator)に案内していただき，民事事件及び刑事事件の法廷傍聴を行った。

また，事前に送付した調査事項（別添4－1）について, Ms.TeresaChamb

ers (書記官事務局長）から書面で回答いただいた。

(2) 法廷傍聴

傍聴した民事事件は，交通事故の事案であり，検証した警察官の尋問と，

被害者の状況の立証のための親族や友人の尋問が行われた。その後，裁判に

なる前に当事者同士で行われた専門家証人である医師の尋問のビデオが上映

された。

刑事事件では， 2つの法廷で， トライアル前の手続を傍聴した。 30分ご

とに2， 3件ずつ期日が指定されており，司法取引が成立したことを裁判官

が確認したり，事件の合間に別事件の弁護人が法廷に入ってきて，準備がで

きていないことを理由に期日変更の手続を行ったりしていた。

(3) 調査結果

書面回答は別添4－2のとおりである。Ms.TeresaChambers(書記官事務

局長）に聞いたところでは，子供が病気だったり，家族の世話をしたりしな

ければならないときには，管理職や他のスタッフがカバーできるよう， クロ

ストレーニングをしているとのことであった。それは，管理職でも同様であ

り， クロストレーニングをして，他の部署の管理職がカバーできるようにな

っていて,管理職になる前となった後で働き方に変化はあったか質問したが，

働き方はあまり変わらないとのことであった。
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3 ノースカロライナ州ウェイク郡書記官事務局への訪問

(1) ウェイク郡書記官事務局について

ウェイク郡書記官事務局(Wakecountyclerkofcourt)は， ノースカロ

ライナ州の州都ローリーの中心部にあるWakeCountyJusticeCenterにあり，

1年半ほど前に引っ越したとのことで，非常に新しい建物であった。

(2) JenniferKnox事務局長(ClerkofCourt)へのインタビュー

JenniferKnox事務局長に女性職員の登用の実情等についてインタビューし

た結果は次のとおりである。

○職員160人のうち26人が管理職である。CourtClerkの90%が女

性で，管理職の90％は女性である。伝統的に女性が多いが，それは，

1950年代から女性が外で働くようになったが，秘書的な仕事やペー

パーワークは女性の仕事だと考えられてきたからではないか。この10

年くらいは男性職員も増えてきている。他の官庁や民間企業と比べて裁

判所は女性職員が多い。

○職員の採用は,オンラインで応募することができるようになっていて，

ClerkofCourtに任命権がある。昇任の権限もClerkofCourtにある。

管理職への昇任の平均年齢は40歳から45歳である。経験や能力によ

っており，男女の性別による差はない。

○勤務時間は午前8時から午後5時までである。週40時間以上の超過

勤務には手当が支払われる。

○ 1ケ月あたり8時間の年次休暇と4時間の病気休暇が取得でき，時間

単位で取れる。

○出産や育児のために退職する人もいないわけではない｡子供の世話は，

家族が見たり，デイケアを利用したりしている。デイケア等には月80

0ドルくらいかかることもある。

○育児による休暇から復帰する際に，配置部署等について配慮はしてい
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る。夜間や休日の勤務はさせていない。在宅勤務もない。それはシステ

ムに外部からアクセスできないからである。

○職員のモチベーションを維持するために，職員の話をよく聞き，公平

に扱うようにしている。仕事に来ることが楽しいと思えるように職場環

境を整えている。小さなことではあるが，職員の誕生日にケーキを買っ

てきてお祝いをすることもある。チームとして一緒に働くという意識を

もってもらうようにしている。

○職員に対する研修は，採用時に数日ごとにちがう部署でクロストレー

ニングを行っている。 リーダーシップスキルを向上させる研修もある。

JenniferKnox事務局長は元裁判官であり，選挙によって2014年に事務

|－－－－ ’
局長(ClerkofSuperlorCourt)に選ばれた。

1

(3) Mr. DonaldPinchback (ChiefJuvenileCourtCounselor)へのインタビ

二Z‐ー

JenniferKnox事務局長との面談の後, JenniferKnox事務局長に案内して

いただいて, JusticeCenterの向かいにあるWakeCountyCourthouseにある

JuvenileCourtCouncelor'sOfficeに行き, Mr. DonaldPinchbackにインタ

ビューさせていただいた。

JuvenileCourtCouncelorは成人の保護監察官と似た仕事であるが，それ

よりもソーシャルワーカーや学校のガイダンスカウンセラーのような要素の

強い仕事である。 リスクアセスメントや少年本人や家庭のニーズに応じて環

境調整を行い，サポートしている。
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勤務時間は午前8時からであり，学校を訪れて教師から話を聞いたり，調

査を行ったりし,オフィスに戻ったらNCJOIN(NorthCarolinaJuvenile

OnlinelmformationNetwork) というシステムに入力する。このデータベー

スにより，少年が例えばローリーからシャーロットに引っ越しても，シャー

ロットのコートカウンセラーがこのシステムにアクセスして， ローリーでの

データを見ることができるようになった。

JuvenileCourtCouncelorは21人いて，そのうち男性が9人，女性が1

2人である。管理職は女性が2人，男性が2人である。担当する少年の性別

と同じ性別のコートカウンセラーを希望される場合もあり，男女の偏りのな

いように採用しているとのことであった。空きポストによって，内部で募集

するか外部に公募するかは異なるとのことであった。参考にいただいた募集

要項は別添5のとおりである。

アリゾナ州フェニックス（2月9日から同月13日まで）

マリコパ郡上位裁判所への訪問

第
一
一

1

マリコパ郡上位裁判所(SuperiorCourtofMaricopaCounty)は，ダウン

タウンフェニックスにあるCentralCourtBuilding,01dCourthouse,WestCourt

Building, EastCourtBuilding, SouthCourtTowerの複数の庁舎で構成され

るほか, DowntownJusticeCourtCenterに書記官事務局がある。それぞれの

建物の入り口では, X線検査機による所持品検査と金属探知機による身体検査

（男性はベルトをはずして検査される｡）が行われ， ここでもセキュリティチ

エックは厳重であった。

マリコパ郡上位裁判所では, Mr.PeterKiefer (CivilCourtAdministrator)

に御尽力いただき， 5日間にわたり各部署の女性管理職とのインタビューを設

定していただいた。 JudicialBranchの組織図は別添6のとおり。

(1) Ms.JenniferHarvey(HumanResourcesManeger)へのインタビュー結果

○裁判所全体の職員数は1200人であり,職員の63％が女性で，37％
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が男性である。 2015年に採用した職員は15人で，そのうち7人が女

性， 8人が男性であった。管理職の男女比は， 51％が女性で， 49％が

男性である。幹部職員の男女比は38％が女性で， 62％が男性である。

能力を基に， その仕事に最も適した人を選んだ結果，そのような割合にな

っている。 JudicialAssintantや法廷通訳は，男性が応募してくることが

少ないので，ほとんどが女性である。職員の採用は，募集をかけてSuperv

isorが選んでいる。昇任についても, ManegerやDeputyDirectorが面接し

て昇任させるかを決めている。

○人事異動はあるが,裁判所はDoWntownPhoenixやその周辺に集まっている

ので，転居を伴う異動はほとんどない。

○勤務時間は午前8時から午後5時までである。超過勤務手当は連邦法で

決まっている｡超過勤務はコストがかかるので,減らす方向になっている。

勤務時間は週40時間だが，管理職は週45時間から50時間勤務してい

ても，管理職には超過勤務手当は支払われない。

○休暇の種類は, VacationとSickLeaveが主なものでそれ以外にも法律で

決まっている。休暇の日数は勤続年数によって違い， 3週間から6週間ま

である。有給か無給かは休暇の理由によって違う。休暇は時間単位で取得

できる。 2014年の職員1人あたりのVacationの平均取得時間は141

時間（約17日）であった。

○仕事と家庭とを両立させるため，休暇をうまく利用したり，管理職の中

には，勤務時間を午前7時30分から午後4時30分までや午前8時30

分から午後5時30分までにシフトさせたりしている人もいる。育児をし

ながら勤務している職員は多く，管理職でも同じである(Ms.JenniferHarvey

にも9歳の娘がいる｡)。

○育児休業の制度はなく，出産後職務に復帰したい場合は, FMLA法で

定められた12週間の休暇を取って，職場に戻ってくることが多い｡出産
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や育児のために仕事を辞める人もいる。子供が大きくなってから仕事に戻

ってくる人もいる。 12週間の休暇からの復帰後は，他の職員と同じよう

に勤務することになる（短時間勤務等の制度はない｡）ので，個人で勤務

時間をシフトさせるなどの調整をしている。在宅勤務の制度はない。

○キャリアアップについての相談等は，公式のものではないが，人事部門

に自分が就きたい役職にはどのような能力や資格,経験が必要か聞いたり，

トレーニングセッションがいくつか用意されているのでそれを利用したり

することができる。

○メンタルヘルスケアについては，福利厚生の一環としてカウンセリング

サービスを受けることができる。

Ms.JenniferHarveyとのインタビュー後, HumanResources内を案内して

いただいた。その際にお会いしたMsJamieM.Hardin9,J.D (EmployeeRelat

ionsAdministrator)は，
ｉ
ｌ
ｌ

ll － l
(2) Ms.CheriLC1ark(FamilyCourtAdministrator)へのインタビュー結果

○FamilyCourtでは職員の75%が女性で, 25%が男性である。管理職

では,Administratorが女性で, 2人のDeputyのうち1人が女性, 1人が男

性， 6人のSupervisorのうち4人が女性で2人が男性である。

○裁判所全体を見ると,Administratorより上位の管理職層では男性のほう

が多いが，だんだん変わってきている。特に裁判官は女性が多くなってい

て，その多くが指導的地位にいる。もし私が今より上位のポストを望んだ

ら競争になるが，男女の差は感じない。

○エントリーレベルのサポートスタッフを除けば，職種や配置部署に男女

比率の偏りはない。

○育児をしながら勤務している職員は多い。管理職ではほとんどが子供は
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大きくなっている。

○育児との両立については，近くのデイケアを利用したり，家族（親）の

援助を得たりしている。片親の場合は，両立はもっと困難である。サポー

トシステムとして特別なものはない。勤務時間をシフトすることはある。

○キャリアップについて, EAPでカウンセリングを受けることができる

し， リーダーシップやマネジメントスキルについてのトレーニングも用意

されていて,SupervisorやManegerになる際にそれらを受けることもできる。

○Ms.CheriL.C1arkは13年前にSupervisorになり，現在のポストには4

年前から就いている。通常，午前8時から9時30分の間にオフイスに入

り，午後5時30分から午後7時の間に退庁する。平均週50時間くらい

勤務している｡ほとんどの職員が帰宅した後もたくさんの仕事をしている。

○女性の登用拡大のための公式の取組はしていないが，女性職員が多いの

で， ランチミーティングで女性特有の問題について話し合ったりすること

はあるが，個人的なレベルでのことである。

○一般市民のために仕事をすることやよいチームで仕事をすること等が職

員のやりがいであると思う。

(3) Ms.ElaneCano(Probate/MentalHealthCourtAdministrator)へのインタ

ビュー結果

○Probate/MentalHealthCourtには42人の職員がいるが，おそらく9

5％が女性である。管理職は1人が男性でそのほかは女性である。

○職員の採用や昇任は裁判所全体では人事部門が行っているが, Probate/

MentalHealthCourtで誰を採用するか等の権限はAdministratorであるMs.

ElaneCanoにある。

○職員の採用に当たって，男女の性別は関係なく，能力や経験に基づいて

ベストな候補者を選んでいるので，女性の割合が高い要因はわからない。

女性の採用登用拡大のために特別な取組を行ったことはない。
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○女性職員が大多数なので，スタッフの95％は育児をしながら仕事をし

ている。管理職5人のうち3人は小さい子供の育児をしている。休暇やF

MLA等を利用して仕事と両立させている。出産や育児のために退職する

人もいるが, Ms.ElaneCanoがProbate/MentalHealthCourtにいる6年間

で出産後退職したのは2人だけである。

’○ Ms･E1aneCano

|’ ’ よく似たポストにいる職員』－ ．一一一一

のうち男性は2人でその他は女性であるが，マリコパ郡で上位のポストに

いる女性リーダーが多いのは，子供がいないか，すでに育児を終えている

かの要因が大きいと思う。

○キャリアアップについては一般的にはHRが助言するが, Probate/Ment

alHealthCourtでは昇任の機会はオープンに与えられている。Ms.Elane

Cano自身も3年ごとに昇任しており，たくさんの昇任の機会があったと考

えている。

○ Ms.E1aneCanoは
｡

’

○職員が仕事のやりがいを感じることの第一はお金である。 2番目が働き

やすい環境であること， 3番目が退職金と福利厚生である。

○スタッフがストレスを感じたときには，カウンセリングを受けるよう勧

めている。

(4) Ms.PaulaCollines (DeputyCriminalCourtAdministrator)及び刑事部

の女性管理職(Supervisor)へのインタビュー

CriminalCourtは9つの部門に分かれており, Administratorと2人のDep

utyAdministratorのほかに97人のラインスタッフがいる。 9人のSupervl
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SOrのうち女性が5人いる。組織図は別添7のとおり。

CriminalCourtでは, SupervisorMeetingに参加させていただいた。月1

回開かれている会議であり，それぞれの部門の運営状況や課題の報告，職員

の身上関係の報告（職員の妊娠，出産，親族の死亡等）などが行われ，情報

共有がなされていた。

SupervisorMeetingの後, Ms.PaulaCollinesのほか, 5人の女性Supervi

sor(Ms.SusanThomas,Ms.FayeWhite,Ms.JillSiller,Ms.JanReynolds,

Ms.TamaraOgden)に座談会形式でインタビューさせていただいた。主な内容

は以下のとおりである。

’ 唖
。

Susanは○ Janは

Tamaraは

一一一

Tamaraは|－ ｜

』

Fayeは

○裁判所の勤務時間は一般的に午前8時から午後5時までだが，職種や職

務内容によって勤務時間は変わってくる。

○育児をしながら勤務している職員は多い。妊娠中の職員もいる。

○’
画
■
■
○
口
■
■

(Sus｡n)｡
’

(Tamara)。’
○部下に対し，学校行事や記念日などに家族と過ごせるように， クロスト

レーニングをして休暇を取っても他の人がカバーできるようにし，裁判所

のニーズとスタッフのニーズが合致するようにしている。

○よい仕事ができるかどうかに男女の性別は関係ない。能力があるかどう

かである。

○職員のモチベーションを維持するために，部下職員に対し， より高いレ

ベルの仕事を競える能力が得られるよう，様々な仕事を与えている。カー
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ドを贈るのが好きなので， よい仕事をしたときにサンキューカードを贈っ

たり，誕生日にバースデーカードを贈ったりもしている。

○部下職員には， クロストレーニングをして， よりよい仕事をするにはど

のようにしたらよいかアイデアを出してもらい， よく話を聞くようにして

いる。

○ JillとSuzanとFayeとPaulaはACM(ArizonaCourtManagementProgr

am)を修了していて，管理職になるためのコースでスキルを身につけてい

る。

○毎年年間16時間の研修受講が義務付けられていて，ネットワークセキ

ュリティの科目もある。上位裁判所に研修部門があって，様々なプログラ

ムが提供されている。オンラインでも受講できるし，集合研修もある。研

修部門のAdministratorであるMs.CindyRiedはすばらしい人物で，例えば

カスタマーサービスの教育のためにリッツカールトンホテルに連れて行く

等，異なる分野にも展開している。

○裁判所に女性職員が多い理由として，民間企業のように破綻することな

く安定していることや働きやすいことが挙げられる。裁判所で働くことに

誇りを持っている。男性は，警察官や保護監察官等アクティブな職業を追

い求める人が多いのではないか。

(5) Ms.CandaceAtkinson(JuryAdministrator)及びMs.NicoleZoeGarcia(De

putyJuryAdministrator)へのインタビュー結果

○JuryOperationには現在14人の職員がいて, 12人が女性で，男性は

2人である。空きポストが2つあり， 1人は女性， 1人は男性を採用する

予定である。

○管理職に登用する権限はAdministratorであるMs.CandaceAtkinsonにあ

る。 この部署ではエントリーレベルの職が多いので，たくさんの応募者が

いるため，最初にEメールで質問し，その回答を見た後に面接を行う。
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○女性職員が多い要因は，エントリーレベルだからではないか。今でも女

性は男性よりも選択の幅が狭い。しかし，だんだん変わってきていて，多

くの男性も裁判システムに興味を持つようになっている。以前は長い間1

人しか男性がいなかった。

I ’○ Ms.CandaceAtkinsonは，

’

I○ Ms.NicoleZoeGarciaは，

’
○勤務時間は午前8時から午後5時までだが,Ms・CandaceAtkinsonは朝6

時には出勤している。朝型人間でもあるが, 700人もの陪審員が来庁す

るので，彼らが来る前にやるべきことをやっておく必要がある。午後4時

頃帰宅し，その後はスタッフとEメールでやりとりしながら仕事をしてい

る。大体毎日9時間から10時間働いている。Ms.NicoleZoeGarciaは午

前7時過ぎに出勤し，午後4時30分頃退庁する。その後は家で仕事をし

ている。家のほうが静かで仕事に集中できるので， スタッフの人事評価な

どは家でしている。

○育児のために退職する人は稀である。たいてい12週間のFMLA休暇

で復帰する｡Ms.Candace.Atkinsonが｜
|－
○裁判所には公的に育児をサポートするシステムはない。

○職員の採用や登用に関し，その仕事に適しているかどうかを見ているの

で，性別は関係ない。

○キャリアアップに関しては，年間16時間の研修が義務付けられている
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ほか，多くの研修メニューが提供されている。またキャリアカウンセリン

グも受けることができる。公式のメンタリングプログラムはないが，個別

の人間関係の中で相談したりしている。

○職員のモチベーション維持について，チームで仕事をしているので， よ

い仕事をしたときには， きちんと評価して，感謝の気持ちを伝えるように

している。お菓子やスナックを配ることもある。

○Ms.CandaceAtkinsonは

’
2人へのインタビューの後，陪審員待合室等を案内していただいた。陪審

員待合室は1000人規模を収容できる広々としたスペースであり, 40台

ものモニターが天井から下げられていて,手続案内のビデオが流されていた。

Mother'sroomや静かに過ごせるSilentroom,パソコンで仕事ができるスペ

ースなどがあった。空港の自動チェックイン機のような機械が設置されてい

て，呼出状を読み取らせると自動的に受付ができる仕組みになっていた。

(6) Ms.NancyRodriguez (ClerkoftheSuperiorCourtDeputyDirector)'~

のインタビュー結果

○C1erkoftheSuperiorCourtには, 254人の職員がいて，主な仕事は

記録や証拠の管理である。お金に関する管理の仕事やパスポート発行業務

も担当している。紙の記録をスキャンしてEファイリングしている。ファ

ミリーサポートの仕事もしている。

○はっきりした人数はわからないが，女性職員のほうが男性職員よりも多

い。管理職も女性のほうが多く，上位の管理職はほぼ女性で，男性の幹部

職員は3人である。組織図は別添8のとおり。

○Ms.NancyRodriguezは今のポストに就いて1年半くらいである。裁判所

での勤務は27年くらいだが,昇任するごとに異なる裁判所で働いてきた。
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管理職としては17年くらいの経験がある。
■■■■■■■

○

|

裁判所の制度としては，育児

に関するケアのシステムはない。

○勤務時間は午前8時から午後5時であるが，たいてい午前7時から7時

30分に出勤し，午後5時か6時に退庁する。 Ipadを利用して，家でもE

メールをチェックしたり，人事評価を行ったりしている。週末もEメール

をチェックしている。

○出産や育児のために退職する人もいるが，多くはない。通常， 12週間

の出産休暇を取得して，元の職務に復帰する。

○女性職員の採用や登用に関し，公式の取組はしていない。ポストにあっ

た能力や資質があって組織に適合する人を取るだけである。

○公的なメンタリングプログラムはないが，研修部門があってリーダーシ

ップやスーパーバイザリースキルを身につける研修コースがたくさん用意

されている。

○昇任の動機としては，新しいアイデアの主導権を握ること，新しいこと

に挑戦すること，視野を広げること等人によって様々である。

インタビューの後, Eファイリングシステムを見せていただいた。 200

7年から記録の電子化を進めているとのことだった。

(7) Ms.CindyRied (EdUcationandTrainingAdlninistrator)へのインタビュ

ー結果

○研修部門では, Ms.CindyRiedがスタッフ7人を率いている。Ms.CindyR

iedを含めると女性は6人，男性が2人である。伝統的に研修部門の責任者は

女性だが，他の部署では男性の責任者もいる。Ms.CindyRiedは，研修部門
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で11年勤務しており，管理職としては6年勤務している。

○裁判官を含め職員全員が毎年年間16時間の研修受講を義務づけられてお

り，研修部門において，研修の企画，実施，講師との調整等を行っている。

裁判官については，最高裁判所で研修カリキュラムが決定されるので，それ

に従って研修が実施されるよう様々な調整をするのが仕事である。倫理，ケ

ースマネジメント， カスタマーサービス等，大学の講座と同じように， 17

0を超える様々な研修プログラムを提供している。Pre-Supervisor, Super

visor,Manager, Executive等のそれぞれの役職に応じた研修プログラムも

提供している｡集合研修も実施しているが,特に裁判官はとても忙しいので，

いつでもオンラインで研修が受講できるようになっていて，実際の法廷での

手続を動画で見ることもでき,裁判官に好評である｡裁判官の意見を聴いて，

研修プログラムの内容は毎年改善している。どの職員がどの研修を受講した

かもチェックできるようになっている。

○勤務時間は午前8時から午後5時であるが，裁判官も職員も多忙なので，

研修の打合せ等を相手に合わせて早朝や遅い時間に出向いて行うことも多い。

研修場所も8カ所あり，それぞれの場所に出かけていって研修を実施する等

多忙であるが，教えることが好きなので，夜仕事を終えてから，大学でも教

えている。

○ 10年前は今のように女性が多くはなかった。裁判官についても同じであ

る。だんだん女性職員が増えており，アリゾナ州は他の州よりも進んでいる

と思う。アリゾナ州は歴史が浅く，全米からたくさんの人が集まってくる州

であり，いろいろなことに対する取組が積極的で，たくさんの機会があるか

らだと考えられる。裁判官も10年前は白人男性ばかりだったが，女性裁判

官が増えている。

○職員のモチベーションを上げるために， 自主性に任せたり，若い人のアイ

デアをよく聴いたりしている。ビデオライブラリーのアイデアを出したのも
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ITに強い男性職員であった。 1人1人をよく見てきちんと評価することが

大事である。

(8) Ms. KarinPhilips(DeputyJuvenileCourtAdministrator)へのインタビ

ュー結果

フェニックス東郊のメサ市にある少年裁判所で,Ms. KarinPhilipsにイン

タビューさせていただいた。Ms. KarinPhilipsは, 2月9日 （月）にDeput

yJuvenileCourtAdministratorに昇任したばかりで（インタビューは2月

13日 （金）に実施)，前職はCradletoCrayonsChildWelfareCenterPr

oglamManegerであった。 CradletoCrayonsは, 0歳から3歳までの小さい

子供について，家庭に問題がある場合に，いったん家庭から引き離して，親

元に帰すか，祖父母や親戚に繋げるか，養親に繋げるか等の総合的なやりと

りを行うところである。

○JuvenileCourtには250人くらいの職員がいて，女性のほうが多い。

CourtAdministratorは女性だが，上位の管理職は男性が多い。女性の管理

職は15人いる。

○管理職への昇進は, CourtAdministratorが推薦し，最終的にはJudicia

1BranchAdministratorやPresidingJudgeが決める。

○女性管理職が多い要因として，ある程度上位の職に就くには，それなり

の学歴等が必要でそれを得ていることが一つの要因である。Ms.KarinPhi

lipsは教育心理学修士であり,CradletoCrayonsでの職に就くことができ

た。男性との競争もあって，同じ地位についていても支払われる給料は男

性のほうが多いことがあり，それは癩に障る。

○刑事部門や民事部門よりも家庭裁判所や少年裁判所のほうが，女性が多

い。育児している職員はとても多い。育児にかかる費用は非常に高額で，

3ケ月の赤ちやんのいる同僚は，育児に月1200ドルかかっている。

○Ms. KarinPhilipsは，
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○勤務時間は午前8時から午後5時までである｡超過勤務手当はないので，

ラインスタッフには時間になったら帰ってもらうが, Ms. KarinPhilips

I ‐
○家庭から引き離された多くの子供たちを安全な環境に置く仕事にやりが

いを感じている。

○スタッフとは，毎週のミーティングを利用して話をして，彼らの考えを

間いたり， トレーニングを通じて意思疎通したりしながらモチベーション

を刺激している。

○女性管理職が多いのは，女性にとって働きやすい環境で，男性よりも一

つの場所で長く働いているので昇進する機会も多いからではないか。

フェニックス市裁判所への訪問

フェニックスでの調査初日の午後,フェニックス市裁判所(PhoenixMunicipal

’

2

Court)を訪問し, RobertDoyle判事とMs. LisaValdivia(Accountantm)に

庁舎案内をしていただいた。職員全員がIDカードを身につけており, IDカ

ードが各室の扉のカードキーになっていて，職員ごとに立ち入りできる範囲が

制限されていた（判事のIDでも開けられない扉があった｡)。コールセンター

や会計窓口の内部，警備室の内部にも案内していただいた。

庁舎案内の後, Ms.LisaValdiviaにインタビューさせていただいた。聴取結

果は次のとおりである。

○PhoenixMuniclpalCourtには270人の職員がいる。数年前は400人

の職員がいたが，予算が削減され職員数も減った。女性職員の方が多く， 1

70人が女性で100人が男性である。管理職では5人が女性で, 5人が男

性である。組織図は別添9のとおり。女性が多い理由はよくわからないが，
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タイピングの仕事は男性より女性のほうが好むからではないか。前のPrecid

ingJudgeが女性だったことも関係するかもしれない。

○育児をしながら勤務している職員は多い。デイケアにはお金がかかり，私

が娘をデイケアに通わせていた時は月700ドルから800ドルかかった。

○勤務時間は通常午前8時から午後5時であるが，私自身は， 1週目は週4

5時間（9時間×5日）勤務し， 2週目は月曜から水曜まで9時間勤務，木

曜は8時間勤務で金曜は休み（2週に1回金曜が休みとなる｡） という勤務

形態にしていた。

○休暇の制度については，別添10のとおりである。

○キャリアアップの相談はいつでも誰にでもできる。 自分が何をしたいかに

よって求められる資格や経験を人事部門に尋ねることができ，インタビュー

スキル，カスタマーサービス，倫理，裁判制度，マネジメントスキル，キャ

リアプランニング等の研修プログラムもある。学校に通って優秀な成績で卒

業したら学費を市が負担してくれる制度もある。他の職種に就きたいとき，

その職場に1日か2日実際に行って実際に経験してみることもできる。

育児休暇の制度はなﾙ､｡ ’○

’’

１

‐

Ⅱ

＃

■

日

日

Ⅱ

Ⅱ

■

Ｅ

Ｄ

Ｐ

Ⅱ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｌ

デイケア費用の割引制度はある。

○研修プログラムはたくさんあるが，管理職になる前の研修となった後の研

修もある｡裁判所職員は毎年年間16時間の研修受講が義務付けられている。

○職員のやりがいを維持するには， もちろんお金もあるが， よい仕事をした

と評価したり，承認したりすることが大事である。

○メンタルヘルスケアについては, EAP (EmployeeAssistProgram)で

カウンセリングを利用することができる。

女性登用に関し, RobertDoyle判事からMonyetteNyquist判事をご紹介いた

だき，アリゾナ州最高裁判所では, Diversityを推進していて，数年前からど
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のくらいの女性割合になっているかを調査したりして，女性やマイノリテイの

登用を推進しているとのお話を伺うことができた。 MonyetteNyquist判事はロ

ースクールに行く前に10年間ビジネスの経験があり，その経験が今の仕事に

も生かされているとのことであった。

3 アリゾナ州連邦地方裁判所への訪問

フェニックスにある連邦地方裁判所の建物は，女性初の連邦最高裁判所判事

となったSandraDayO'Connorの名前を冠し, SandraDayO'ConnorU.S. Cour

thouseと名づけられている。1階ホールは広々とした吹き抜けとなっているが，

建物全面がガラス張りであり，気温が高いフェニックスでは非常に暑くなるほ

か，周囲の建物にも日光が反射するため，評判が悪いとのことである。

連邦地方裁判所には，マリコパ郡上位裁判所のMr.Kieferの知人を通じて, C

lerk'sOfficeのMs. DebraD Lucas (ChiefDeputyClerk)へのインタビュ

ーを設定していただき, Mr. Kieferにも同行していただいた。インタビュー結

果は次のとおりである。

○フェニックスのClerk'sOfficeには150人の職員がおり，半分以上が女

性である。男性はIT部門に多い。管理職は15人いて， フェニックスの事

務所に11人， ツーソンの事務所に4人いる。 15人の管理職のうち8人が

女性である。 15人の管理職のうち1人は小さな子供の育児をしている。

○職員を採用する権限は，最終的にはDistrictCourtExecutiveにあるが，

インタビュープロセスは委員会(panel)で行う。管理職への登用について

も，最終的な決定権はDistrictCourtExecutiveにあるが， よいアイデアを

出した人や次のレベルのパフォーマンスをしている人は推薦があり，昇任の

機会を与えるかどうかが決定される。管理職への昇任の平均年齢は45歳く

らいである。

○女性職員が多いのは，応募者の段階で女性のほうが圧倒的に多いからだと

思う。応募者の80％くらいは女性なので，必然的に女性が多くなる。ある
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部署で男性を雇おうとしても，応募者に適任の男性がいないこともある。

○管理職の女性が半分以上なので,女性の登用拡大が問題となることはなく，

そのための方策はとっていない。 この裁判所では女性職員が多く，女性がキ

ャリアを積んで昇進していくので，女性管理職が多くなる。

○このポストについて3年になるが，子供が小さいときにはこの職に就こう

とは思わなかった。管理職は1日10時間か12時間働くのが普通であり，

この仕事をうまくやるには時間が必要で，育児との両立は困難だったからで

ある。女性が管理職になるのは，たいてい40代半ばか子供が大きくなって

からである。

○仕事と育児との両立の制度としては, FMLAのほか， フレックスタイム

やいくつかの職務ではテレワークプログラムもある。

○FMLAでは職務復帰のときに元の職務に戻ることが保障されている。た

だし，出産休暇は12週間である。 日本の育児体業のように長期間職務を離

れると，その間に法律や制度が変わってしまって，職務能力を維持するのが

難しいのではないか。

○今はなくなったが，少し前まで， この裁判所の中にデイケアのプログラム

があった。

○出産や育児のために仕事をやめる人はいるが，そう多くない。

○勤務時間は1日8時間で，午前8時から午後5時までだが， フレックスタ

イムで, IT部門のスタッフは午前6時30分から勤務することがあるし，

午前9時から午後6時までの勤務の人もいる。管理職の平均超過勤務時間は

週5時間から10時間である。

○新しいことを学びたいとか，新しい機会を得たいという時には，直属の上

司と話をして，何をしたらいいのか， どんな新しいことを学んだらよいのか

等を相談し,研修を受けることや昇進へのアドバイスを受けることができる。

たくさんの職員がいるので，次のレベルに昇進する際に別の地裁に行くこと
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もある。

○ 30年間裁判所で勤務しているが，一番下のレベルからスタートした。新

しい仕事をしたい，新しい仕事をマスターしたいと思って，一番下のレベル

から昇進してきた｡給料が上がることが重要ではなく，違う仕事を学びたい，

裁判所のあらゆる分野のことを知りたい，新しいことに挑戦したいというこ

とが昇進へのモチベーションになっている。私のように一番下のレベルから

このように昇進するのは稀なことなので， どうしたらそのようになれるのか

尋ねられることもよくある。

○新しい地位に就きたい，昇進したいという時にはすべて競争である。全員

が競争してポストを得る。指名されるわけではない。

○研修に関しては,ハウストレーナーがいて日常的なトレーニングもあるし，

年1回連邦裁判所全体の研修もある。各地でカンファレンスも実施されてい

て，それに参加して情報を収集したり，昇進の機会を得たりすることもでき

る。

○管理職に昇任するためには，それまでとは違った能力が必要になるので，

経験だけではなく，大学のマネジメントプログラムの学位等が要求される。

○メンタルヘルスケアについては，無料のカウンセリングを受けることがで

きる。

第三所感

今回の調査において，管理職になったばかりの方から組織のトップの方まで，様々

なポストの多くの女性管理職の方にインタビューをすることができた。その際に， 日

本の裁判所では，新採用職員に占める女性の割合が50％を超えているにもかかわら

ず，管理職に占める女性の割合は15％程度であることを説明すると，女性管理職の

少なさに一様に驚いていた。

訪問したいずれの裁判所においても， 日本のような育児休業や短時間勤務等の制度

はなく，ほとんどの女性職員がFMLA法による出産後12週間の休暇だけで職務に
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復帰しており，家族の協力やデイケア等の利用，

ら,仕事と家庭生活を両立させている｡特に,I
エイク郡裁判所事務局の事務局長をしているJeln

勤務時間のシフト等の工夫をしなが

由niferKnox事務局長 ’

|ア’ リゾナ州マリコパ郡裁判所事務局のHumanResource

sEmployeeRelationsAdministratorのMs. JamieM. Harding

Ｉ
’

アメリカでは， 自分が就きたいポストに自ら手を挙げて応募するようになってお

り，それが日本と大きく違うところだと感じた。アメリカが競争社会であることも

要因であると思われる。いずれの裁判所でも，女性職員が男性職員よりも多く，女

性管理職の割合が高いことから，女性職員の登用拡大に関して特段の取組はなされ

ていなかったが，職員は， 自分が何をしたいか， どんな風になりたいかを考えて，

キャリアアップに必要な知識や経験を積んだり，様々な研修プログラムを利用した

りしている。管理職になるために必要な能力伸張のための研修プログラムも数多く

用意され，オンラインでも受講することができ，非常に充実していると感じた。

以上
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6 JudicialBranchofArizonainMaricopaCountyDepartmentServicesa
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SuMectsofResearch

ITheme

ResearChhrthesituatiOnoffmaleappointmentandpromotionin

Americancourts

nResearcher

me Shimizu

AssistantDirectorofGeneralAHairsDivision,

SecretariatofOsakaHighCourt

mRequest

ThereseafcherWouldliketointerviewwithcourtofacials.

IVQuestions

A・Theoverallsituationofappointmentexcludingjudges

l・Howmanycourto髄cialsarethereinyourcourt？｡

2.WhatkindofoccupationalcategoriesofcourtoHicialsarethereother

thanjudges？

(Fbrrefrence)

InJapan,courtclcrks,familycourtprobationoHicersandcourtadminiStrativeofficials

areworkingatthecourt.

①CourtClerksinJapan

Courtclerksareresponsiblefbrbeinginthecourtproceedingsandsubmittinga

detailedrecord,assistingjudgesinresearchinglawsandregulations,andjudicial

precedents,andcarryingoutotherdutiesasprovidedbylawmordertoassurethe

dUeprocess・Moreovelitheresponsibilityofcourtclerkstomakepreparatory

arrangementsbetweenthedatesofcourtproceedingShasbeenrecognizedasveny

important.Courtclerksaretakinganactivepartinadmimstexinglitigationin
●

cooperatiDnwithjudgesinordertorealizeproperandpromptjustice,

②FamilycourtprobationoncersmJapan

Familycourtprobationomcersconduct･investigationintothefactsandcoordinate



､

6

humanrelationshipsfbrtheproperdispositiOnofcasesofdomesticrelations,

personalstatus,andjuveniledelinquency,andsubmitareporttothejudge.

③CourtadmmistrativeofncialsinJapan

Courtadminigrativeo伍Ciglsaｪ壱inchar"ofvariousma"rsthatarebasedon

theinstrucnonofcourtclerks.CourtadministrativeoficialsareinChargeofjudicial

administrationdivisionssudlasasecretariatgeneraldivision,apersonneldivision,

andanaccountingdiVision.

3.(a)Whatkindsofadministrativepositionsarethereinyourcourt

except幼rjudges？

(りWhatpercentageofadministrativepositionSintotalo鑓cia1s？

4.Whohastheauthoritytoemployanewstarinyourcourt?What

methodofemploymentisadaptedinyourcourt？

5.(a)WhohastheauthoriWtopromotemanagerialpersonnelinyour

court？

(b)Whatmethodofpmmotionhrmanagerialpersonnelisadaptedin

yourcourt?(Forexample,byinternalexamination,bypublic

advertisementorbytheothermethod?)

(JInaddition,whatistheaverageageofpromotionfrmanagerial

personnel？

6.(a)Dotheemployeesworkatthedifrentplaceinaccordanceto

personneltrans企rs？

〃

(b)DotheemplWeesrelocatetoanewpostwithouttakingtheir

ねmilymembers？

7． Theproportionofmentowomenatpresent



(a)Pleasetellustheproportionofmentowomeninyourcourtaboutas

hnows:

①ProportionofmentowomenamongthenewemplWeeshreach

occupation

②Proportionofmentowomenamongthemanagerialpersonnelbr

eachoccupation.

③Proportionofmentowomenamongexecutiveo$cers(8uperiorto

managerialpersonneD.

(b)Whatbctorsareconsideredtohaveaninnuenceontheaboveratio
-

(mentowomen)？

(c)Istheregenderbiasintheratiobyoccupationorassignedposts？

Ifthereisbias,whichoccupationorassignedpostsisit？Andwhy？

(d)Ishigherthewomanratiointhecourt,comparedtootherpublic

o鐙cia]sorprivatecompames？

⑨Whatpercentageofwomenhasincreasedjcomparedtopast

empl”mentsituation？

B・WorkingHoursandLeaves ･

1．What timeisworkinghoursofcourto硫cials？

2. (a)Arethereanypaymentprovidedirovertimeworkandwork

on･holidays？

(b)Howlongdocourtemployeesworkovertime？Isthereany

difrenceinovertimeworkbetweenmanagerialpersonneland

theotherpersonnel？

3.Whatkindofleavesdoyouhave？（InJapan,幼llowingleavesor

vacationsareprovidedbylaw: Leavewithpay,summervacation,sick

leave,leavetocarebr･afmilymember,sickleavebrmmilymembers,

pregnancyleave,andmenstruationleave.）
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4.(a)Howmanydaysareemployeesallowedtotakeleaveswithpay
everyyear？ ．

(UCanthoseleavesorvacationbemeasuredintheunitofan

hour？

5.Howmuchtimedoemp町eesactuallytaketheirleaveseveryyear？

C.PregnanCy,Childbirth,andChildcare
○

1.Whatkindsofprogramsareprovidedthathelpcourtemployeesbalance

workandprivateli企,especially勉milyresponsib迦ties？
(ForreerencC)

InJapan,mllowingleavesareprovidedbylaws:shortPtimehourlyleaveeverydaymra

pregnantmmaleemplWeetoavoidmorningandeVeningrushhour,leavebrpregnanWand

childbirth,childcareleavenotmorethanthreeyearsfbreachchild,andShort･timechild

careleave"notmorethantwo･hourseveryday.)

2．WhafsthepercentageofemployeeSwhotakebene鉦ofthose？

programs？

Isthereanydi錐rence町.occupationorassignedposts？

3． Aretheremanycourtemployeeswhoareworkingwmeraisingsman
children？

Howaboutthemanagerialpersonnel？

4.(a)Isthereanyprogramoflong･term(fbrexample,yearly)leavebr
childcare？

(IjIfany,whatPsthepercentageoftmaleemployeestakebeneatofthe
program？

t)WhatPsthepercentageofmaleemployeeswhotakethebeneft
oftheprOgram？ ．

5.Axethereanyemployeeswhoretire允rchildbirthorchildcaring？

6.Whiletheparentsareatwork,howdothechildrenspendtheirtime(fPr



example,nurseryschool,babysittej？Howmuchdotheycost？

7.Whatmeasuredoyoutaketosupportemployeeswhotakechildcareleave

whentheytakeitorbe允reora舵rthat？

8.(a)Whenemployeesrestoreaherchildcareleave,doyoutaketheXplace

ofworkorarrangementpositionsintoconsideration？

(b)Ifthereisworkatnightorhondayinyourcourt,doyoumake

employeeswhorestoreaferchildcareleaveworkatnightor

holiday？

Canempl叩eesworkathome？

9.(a)Doesitmakeanydifrenceintermsofjobpromotionfrmanagerial

personnelbetweenthepersonwhotakechildcareleaveandtheperson

whodonottakeit？

⑥Ifthereisadi錐rence,whyisit？

(Forexample,becauseofpersonalgoals,lackingexperiencebytaking

Childcareleaveetc.）

吟

D・Thesituationoffmaleemploymentandpromotion

1.(a)Whatapproachhaveyoueverdonefbrexpansionoffmale

empl叩mentandpromotion？

、

(1jWhatwasthemoste"ctiveapproachtoexpandfbmaleemployment

andpromotion？

2.Arethereanyproblemsbytheproportionofmentowomeninyourcourt？

Ifthereareanyproblems,howdoyoudealwithit,orwillyoudo?(For

example,dotheyencounteranyobstaclesa仕ertheytakechildcareleave,

doyousecurethealternativestaaandsoon.）



3.Ifwomenhesitatetobepromotedinmanagerialpersonnelｳwhyisit？

4.Whatapproachhaveyoueverdonefbrexpansionoffmaleappointment

inmanagerialpersonnel?Andwhichapproachhaveyoudoneincourt

original？

1

5:Doyoutakeplaceofworkorarrangementpositionsintocarehjl

considerationespecially幼r企malemanagerialpersonnel？

6.Howdoempl叩eesthink､about企maleemploymentandpromotion？

Isthereanygenderdi鍵rence？

7.Isthereanysystemthatemployeescanask允radviceabouttheircareer？

8.(a)Doeseachemployeefbelunねiraboutgender？

⑥Iftheydo,howdoyoudealwithtodissolveun伽mess？

9.WhatiSadvantageanddisadvantageofexpansionoffemaleemployment

， andappointment？

10.Intheilture,howwmyouwrestleemploymentandappOintmentof

womeninyourcourt？

(Forexample,keepingoncurrentefbrts,reinfbrcement,youdonotneed

moreefrtsetc.)

E.Keepingmotivationsofemployeesetc.

1.Whatisanessentialfactortobeconsideredbyemployeesastheir
motivati⑨､？

2.ArethereanyspeciEcprograms允rkeepingemployees'motivation？

､3.Whatkindofskill-trainingprogramsarethereinyourcourt?Arethere

一一一一一



'

anyprograms駒rmanagerialpersonnel？

Whatkindofmeasuresdoyoutake允rempl可eesImentaldisorders？4
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IV.A､1. Thereareseventy-sixcourtofficiaisexcludingtheHighClerk

2．ThereareDeputyClerks,whoassistindailyadministrativetasksandajuryClerkfbr

AssigningandClassiMngjUrors.

IV,A,3(a)WehaveTrialCourtadministratorswhoassistSuperiorCourtjudges

b.Thepercentageofadministrativepositionstototalcourtofficialsisapproximately3

4. Theprimaryhiringauthorityistheparticulardivision'sAsst・Clerk,andfinalhiringdecisionisleft
toreviewandapprovalbytheHighClerk.

AnyopenpositionsarepostedontheStateEmploymentjobswebsite,andapplicantsutilizethi5
websitetoreview,selectandsubmitapplicationSfOremployment;theapplicationsbeingbrwardedto

theAssistantclerkbythecentralofficeinRaleigh・NewapplicantsmustpassarigorousbaCkground .
checkandverificationofprioremployment,aswellaspermissiblecontactwithreferencesandbrmer
employers・ InadditionapanelofAssistantClerksconductaseriousoftwointerviewsbrquestionsand
answersoftheapplicant

5.(a) PromotionofstaffisusuallyinitiatedbytheAssistantClerkbverthatdivisionandmustreceive
finaiapprovalbytheHighClerk

(b) PromOtionofmanagerialpositions(comprisingAssistantClerks) isentirelyconsideredand

approvedbytheHighClerk,usuailyuponrecommendationsfromtheChiefAssi5tant

(c) TheageofpromotioncanvaⅣ,astothedatesofserviceoftheindividualbeingconsideredfOr

promotion,TheaveragemeanageofAssistantCierksiSaround48yearsold.

6(a) Employeesdosometimesmovetoanotherdivisionupontransfer.

(b) EmployeesthathavetakenpositionsoUtsideoftheirCountiesdOmove,usuallywiththeir
familiestothenewcounty,unlessthecountVisadjacentorsufficientlyclosetotheirfOrmerposition.

7(a) 1.Outoftheseventy-sixjudicialemployees,fOuraremale

2．OfthefiReenAssistantClerks,whoaremanagerialovertheirdivisions,allarefemale.

3.ThesingleexecutivepositionwithinthecountyjudiCialstructure(ClerkofCourt)istheHigh

CIerkofSuperiorCourt.

(b) Historically,thestaffoftheClerkofCourtfsOfficehaspredominantlybeenfemale,withan
increasingnumberofmaleemployeeS,thispoS5iblyduetorecentgraduate5seekingemploymentand

thewealthoflegaMudにialeXperiencethatcanbeleamedbyWorkinginthisenvironmentfbrthose

wishingtopursuealawdegreeorparaprofessionalpositioninlaw.
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(c) ThereisnOgenderbiasinthejudicialdivisionoftheClerk'sOffice;allemployeesworking
togetherandwithoUtregardfOrgender,andnostigmatizationofgenderaswell.

(d) Otherthanjudges,theratioofwomentomenintheactualcourtisrelativelyhigherthaninthe
privatesector.

(e) Thepercentageofwomenasjudicialofficershasslightlydecreasedoverthepastfewdecades.

B.ユ． Theworkinghoursofcourtofficialsare8:00a.m.until5:00p.m.withtheexceptiontothosewho
maybeinvoIvedinSuperiorCourttriaIsrwhomayneedtoremainafter5:00p.m. ifamajortrialrunsinto
theevening.

2.(a)Thereisaimostneveranyovertimework;andinadditionworkonalegalholidayisexceedingly
rare｡. .

(b) PIeaserefertosection2.(a)astoovertimeandholidays

3. Thecategoriesofleaveareasfollows: .

-paidvaCation

-sickleave

-leavewithoutpay(iftheemployeehasexhaustedtheirtimeallowancd)

-legalholiday5

-maternity/paternityleave(forthosewhohaverecentlyhadachild)

-FamilyMedicalLeaveAct(afederal lawallowing26workweekstocareforlovedone,etc)

-communityserviceleave{forassistingfOrthebenefitofcommunitybasedorganizations)

4.(a) Employee5acCruevacationatarateof9hourspermonth,andemployeesbuildbalancesduring

theyear． 、
○

(b) All.leavesaremeasureinworkhours

C.

1.Withtheapprovalofthemanagerofthedepartment,employeesareallowed6weeksfromtheir

FMLAbalance/benefit,aSwellaSbeingabletousevacationandsickleavebalancesfOrthispurpose.

2.Thepercentageofparticipatingemployeesvarieswiththeamountofemployeeshavingchildren
whichcanvarySignificantly.



3.Thereareamode[atenumberofcourtemployeeswhoareinfactraisingyoungchildren・Thereare

presently3Assistantclerkswhoareraisingchildrenundertheageofl6.

4(a) ThereisnoexistingprcgramfOrlong･termchildcare

(b) N/A

(c)

5; TherehavenotbeeninrecentmemoⅣanyemployeeswhoretirebrchildbirthorrearing

6. Forthemostpart,employee'schildreneitherstayatpaidday-carefacilitiesorhavearelatiVesit

brthemwhiletheparentworks・Paidday-carefacilitiescustomarilychargeanywherefrom2"-300

dollarsperweek(5workingdays)tocarebrachildfrommominguntiltheyarepicked-upinthe
eveningbytheparent.

7. ThereisnofOrmalsupport,althoughbefOrethechildisborn,thedivisionusuallyholdsa

l'shower'orpartywherenecessaryitemsaregiventothemother/fathertoassistwiththeirbasicneeds

withanewbom.ThisisquitecustomalyintheUnitedStates.

8.(a) Thisisusuallynotafactorjandtheyreturntotheirpriorpositionseamlessly.

(b) The爪eisrarelynight/holidaywork. Employeestypicallyareunabletoworkfromhomeasmost

workinvolvesusingthejudicialcomputersystem,whichisOnlyavailableatthecourthouse.
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9.(a) Thereisnodi､inctiongivenaboutchildbirthinrelationofpromotion,

'

(b) Childbirthisconsideredanaturalrightjanditwouldbeconsideredsomewhatdiscriminatoryto
evalUatesomeonefOrpromotionbasedonthatfacto『．

D.

1.(a) TherearenoformalpoliciesdesignatinganyprogramsfbrgendergroupSjandstateandfederal

lawpmhibitclassificationprconsiderationofgendermrhiringorpromotion.

(b) Seeabovestatementastogenderclassificationandpromotion/recruitment.

2. Therearenoperceivableproblemsoremployeeworkingrelationshipswhatsoeverdurtothe

proportionofmaletofemaleemployees.Thisisanon-issue.

3. ifafemalewouldhesitatetoacceptpromotion,itcou1dbeforanynumberofreasons;noneof
whichwouldberequiredtobeenumeratedtothepromotingmanager.

4． Pleaserefertopreviousstatement5.aboutgenderandhiring/promotional issues.



－

5． TherearenospecialconsiderationsoradjustmentsfOrfemaleemployeesastherearenonefOr

themaleemployees.Theonlyexceptionwouldbeisifanemployeewasentitledtoassistanceunderthe

AmericanswithDisabilitiesAct-whichappliestomaleandfemaleequally.

6． Thereisnodistinctionasfarasmale/tmalepromotionoremployment,thereisequal
treatmentandconsideration.

、

7． EmployeesCanalwaysapproachtheirmanageriftheyhaveaspirationsaboutpromotion,and

abOuttheirworkperbrmance,andareastobCusuponfOrimprovement.

8.(a) Therearenodiscernableconcemsorfeelingsofinadequacyamongstthemaleorfemale
employees.

I

(b) n/a

9. AsstatedbefOre,genderinthejudicialSystemisneverafOcus・Eachemployeeisviewedas

integraltotheoverallfunctionofthecourts,regardlessofgender.

10. Seepreviousstatementaboutgender.

E.

1． Employeesaremotivatedbyhavingasecurejobwithgoodbenefitsandinsurance,aswellas

praisefOrajobwell-done,whichisaregularoccurrenceintheClerk'soffice.

2. ThereisaperfOrmance-basedrevieweachyeartogivecounselingastoareasfOrimprovement

andrecognitionbrgoodworkdone,beingreflectedinanappropriatesalaryincrease.

3. ThereisaverVcomprehensivetrainingsystemfbrcourtpersonnel, inhouseandbywebseminar

aSweilasConferenceandamultitudeofcourseS/classesatdiftrentlocationstobetterequipeaCh
employeetostrivefOrmoreandfeelconfidenceintheirtrainingliob.Thisalsoappliesevenmoresofor
management,astheybearahigherstandardofpermrmance.

4． Focusedattentionisalwaysgiventopeoplewithanyphysicalormentaldisabilityandthelaw

requires''reasonableaccommodation"fOrtheseindividualsintheworkplace・Anemployee'shealth,
bothphysicalandmentalisgivenagooddegreeofprecedence,astheyareconsideredvaluabletothe
operationoftheofficeasawhole.
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